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都市法の原理

五十嵐敬喜*

婁約

本稿は，東京の都市の実態分析を通して，都市再生の論理を検討しようというものである。日本の法

理論は第一に，都市から立法権を奪うことによって，第二に，土地所有権論を旧態依然たるものにする

ことによって，都市の解体に寄与している。都市再生のためには，都市解体の過程でこれに抗しつつ生

成してきた現代法が必要であり，現代法は建築不自由の原則に導かれることによって，展開をみせるで

あろう。私はこれを都市法の原理として総括した。

はじめに

都市とは何か，ということを考えようとする際，私達

はよくヨーロッパの都市との比較を行う。建築家大谷孝

夫は，日本の都市とヨーロッパの都市の相違について，

「ヨーロッパの人達は，都市を文化の統合として考えて

いる。日本ではある種の建築を文化的所産とみなして保

存したりしていますが，都市を文化だとは考えていな

い。都市が文化の総体だと認識が多少でもあったら，や

たらに変えられない。都市を構成要素に個別のものに分

解してしまうから，その要素それ自体の論理によって変

えられていく J(1)と語っている。大谷のこの観察は，建築

家という物を創る立場からもたらされたものであるが，

それは単に人間→建築→都市という領域についてだけで

なく，この領域をなりたたせている，政治や経済といっ

た分野に対する観察としても，当をえているといえるよ

うに思われる。

私はかつて，法の世界についてであるが， I都市はフ

ィジカルにいえば，道路や建物，公園といったさまざま

なファクターからなりたっている。法はこれらのファク

ターと関連し，これら法なしには存在しえない。けれど

も都市は個別のファクタ{を統合して存在しているにも

かかわらず，法の世界においては個別法を統合する都市

法が存在しない」 ωとした。大谷のいう「都市が構成要

素に，個別のものに分解する」というのは，法のこのよ

うな存在形態とも深く関わっているといってよいのであ

る。日本では，建築基準法によって建物が，道路事業法

によって道路が作られることになっており，そして，建

物は建築基準法だけの論理によって存在しているのであ
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る。そこには建築基準法と道路法を，法の形式におい

て，あるいは法の論理において統合する，都市法が存在

しなし、。そのようにして作られた都市，それはどのよう

になるか，近年日本を訪れたドイツ都市会議主任研究員

ギュンター・ゲンチュ博士に語らせてみよう。「なんと

非有機的でまとまりのない建築物が建ち，また建替えら

れていることか。なんと幅の狭い高層建築物(いわゆる

鉛筆ピル〉が低層の木造家屋の集合のまっただ中にそび

え立っていることであろうか。なんと思いがけない建物

が風致景観の中に存在し，その中に入りこんでいること

であろうか。なんと思いがけない建物が交通量の多い道

路の間のせまい一角にせり出していることであろうか。

不規則に郊外に拡がった簡素な建設のための開発がなん

と間に合わせ的なものなのだろうか。これらをみること

は大きな驚きであるJ(3) 

さて法の世界でいう，構成要素に分解され，それ自体

の論理によって存在しているということについて，私達

は二つのことを確認しておくことが必要であろう。それ

は第一に，ゲンチュのみた鉛筆ピル，間に合わせ的な開

発，風致景観のなかの思いがけない建築物等が，日本で

はまぎれもなく，建築基準法やその他の法律に合致する

「合法」な建築であり開発であるということである。そ

して第二は，この「合法」にかかわることであるが，そ

こには「抑止力」がないということである。法の世界で

は，合法とは，かりにそれがいくら時代遅れであり，不

合理なものであったとしても，社会のさまざまなファク

タ{によってすでにチェックされているということを仮

定する免罪符なのである。従って，それら鉛筆ピルや間

に合わせ的な開発ば， 日本中いたるところに拡大する可

能性をもっているのであり，あたり前のことであるが，日
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本の都市成長は法のこのような存在形態と論理によっ

て，支えられてきたといってよい。

日本の都市を考えるにあたって，法の次のような姿を

みておくことは興味深いことである。経済にとって，都

市は，かつては産業基盤の整備のためにその改造が考え

られた。法の世界でいえば，それは第二次全国総合開発

計画に集約され，それを保障するものとして様々な法が

制定されたり，改正されたりしている。その最大なもの

は，産業基盤整備のために，充分に広大な都市空間を構

成したということである。次いで経済は，産業基盤整備

という他者目的のためではなく，都市改造それ自体を経

済の対象とするようになる。法も又これに対応して，よ

り一層機能的な秩序を構成する。このようにして法は経

済と一体としてあるのであり，かつ歴史的であるという

ことを忘れてはならない。そしてこの法の性質，つまり

経済と一体であり，かつ歴史的であるという性質は，将

来を展望するにあたって重要なことを示唆する。それは

変革の困難ということである。日本の都市は，世界に全

く例をみないスピードで成長した。そのスピードの背景

には，世界に例のない法と経済がある。そのなかで発生

した混乱はどのようにして除去することができるであろ

うか。例えばイギリスのような都市衰退は，法よりはそ

の大きな部分が経済の停滞に結びついている。従って都

市の発展は経済にかかっている。又東南アジアのよう

に，都市の未発達や混乱が，経済及び法の双方にかかっ

ている場合には，困難とはいえこれも法と経済を同時に

発展させることに解決の方向をみいだせなくもない。け

れども日本のように都市の混乱が，高度に発達した経済

と，それと一体となって作られてきた法によってもたら

されている場合，その変革は，これらの国々に例をみな

い困難さを要求するであろう。このような国では，法や

経済の発展といった単純なシューマではこの問題は解決

することができない。そこには従来とは全く異なった質

の転換というものが要請され，その質の転換には，犠牲

といったようなものがついてまわると考えられるからで

ある。比喰的にいえば，私達は地上から天国にむかうこ

とによって解決できるのではなく，仮初にしろ，一度は

のぞきこんでしまった天国から，地上におりてくること

によってしか解決の方向がみえてこないということを覚

悟しなければならないのである。

天国から地上に戻ること，それを最も強く主張したの

は1970年代住民運動であった。その経験によれば，その

主張を阻害した大きなものが，しばしば開発業者よりは

同じ住民であったという事実を忘れてはならない。住民

といえども，日本の経済の外にいるわけではなく，住民

の経済への参加は，経済と法に対する抵抗感覚を麻痔さ

せていく。俗にいうインフレマインドと合法ボケという

のがそれであり，彼等にとって住民運動は違法なかっ非

経済的な運動だったのである。都市の混乱を除去するた

めには，彼等と一緒に地域を変え，企業をかえ，そして

その総体としての政治や経済及び法といったものを変え

る以外にないのであり，それはインフレマインドや合法

ボケを作るよりはるかに難事業であると私は思うのであ

る。

1970年代後半から，日本の経済は高度経済成長から低

成長に転換された。その点だけからいえば，当面私達は

かつてのようないわば爆発する都市といったようなもの

を相手にする必要がなくなり，都市を混乱させた一つの

元凶については若干の余裕をもつことができるようにな

っている。けれども一方の法については必ずしも楽観的

な見通しをもつことができない。それは，法の世界が経

済が高度成長から低成長に転換したようにはうまく転換

せず，都市空間を例にとっていえば，広大なそして機能

的な空聞がそのままになっているからである。いってみ

れば，この大なる空間の下で，経済だけが小の方に方向

転換していったにすぎないのである。ここでは前にみた

法と経済の一体性，しかも歴史的な一体性について，よ

り正確な認識を要請する。つまり，経済が成長していく

に従って，法はその成長にみあって対応する。しかし，

経済が縮少したときに，法もそれにみあって縮少すると

は限らないということである。

最後に，この二つの条件，すなわち変革されつつある

経済と，変革されない法は，都市に対してどのようなコ

ンテクストとなるかをみておこう。

法が変革されない限り，鉛筆ピルや間に合わせの開発

の出現はかわらない。それらは依然として合法であり，

全国いたるところに発生する余地をもっている。日本の

経済は，合法的な空間を限度一杯に使って収益をあげよ

うとする体質をもっているが，それは低成長になればな

るほどその特徴を発揮するといってよいであろう。企業

者は低成長になればなるほど，都市や環境に対する投資

を無視するようになる。従って鉛筆ビルや開発はさらに

貧困になってくる。それでは経済の転換のもたらしたも

のとは何か。それは「量Jと「速度」である。高度経済

成長時代このような建設や開発は都市の至るところで，

そして全国で行なわれた。高度成長とは，このような全

国至るところで行なわれている建設や開発を指している

といってもよかった。低成長になった今日，そのスピ{

ドはにぶり量も少なくなってきている。

これを大局的にいえば，都市の混乱は，より貧困な形

で，しかし高度成長時とは異なって，より緩慢に進行す

る，ということを意味しよう。

この混乱を是正し，プラスの方向に転化するために

は，法の変革が求められているのであり，法は，文化の

総体たる都市を保障し，きずきあげるものにならなけれ

ばならない。私はこの変革にむけて，新しい学問の創造
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を提唱し，それを「現代都市法の生成」となづけた。本

稿は「生成」をより一歩進めるために，都市法の原理に

ついて考察をすすめようというものである但)。

注

1) 大谷孝夫「空地の思想」北斗出版

2) 五十嵐敬喜「現代都市法の生成J三省堂

3) ギュンター・ゲンチェ「日本における都市更新一ド

イツ人の視点からの観察」自治研究五七巻二号

4) なお本稿では「現代都市法の生成」で使用した概念

や論理，そしてそれを裏づける事実については改めて

説明することをしない。本稿を理解するために同書及

び日経アーキテクチュア「建築不自由の時代J1979年

10月1日号-1981年3月30日号を併読されるよう希望

する。

1. 日本の都市の状態

都市法の原理を考察するにあたっては，日本の都市の

状態を正確にみることが必要である。私は都市法を，現

実のなかから抽象化していくべきものであると考えるも

のであり，この抽象化された規範もたえず現実のなかに

還元されることによって検証されるべきだと考えるもの

である。従って，都市の現状把握は，都市法にとって不

可欠なものといえよう。

さて日本の都市の特質をもっともよくあらわしている

のは，大都市東京であり，東京は日本中に蔓延しようと

している。それは「地方の時代Jが喧伝されている今日

でも変わらない。都市ごとの法すなわち都市法によって

ではなし全国一律の法によって規制している日本では

東京が地方に伸長していくのは当然のことといえよう。

さて，都市問題は土地問題であるといわれるように，

都市の状態をみるには，なんといっても土地問題が最適

である。そこで日本の代表するものとして東京を，東京

の都市(問題〉を象徴するものとして土地問題をみていく

ことにしよう。

(ー〉 東京の土地問題

都市とりわけ東京の土地問題というのは端的にいって

(1)高地価， (2)高度利用， (3)細分化の三つにわけられ，都

市のあらゆる問がこの三つから派生していると考えられ

る。まず高地価についてみてみよう。

日本の土地の{霞段が高いということについてはいろい

ろなところで論証されているのでここでは国土庁の荒井

俊行(1)の挙げている数字を借用して， 1976年の住宅地一

平方メートル当りの価格について国際比較を行なってお

く。それによれば日本の35000円 (100)に対し，イギリ

スは2100円(6)，酋ドイツは 6100円(17)，アメリカは

3900円(11)となっている。

各国によって賃金や物価の差異，あるいは都市間の格

差(日本では東京が他の諸都市に比して圧倒的に高い〕

などがあるので，この数字だけによって，地価を比較す

ることは困難であるが，しかしそれらを考慮にいれで

も，日本の地価が他の先進国の何十倍にもなっているこ

とは確認してよいことである。そしてこの高地価こそ

が，先進国のいわゆる都市問題といわれるものと，全く

異質かつ独自な都市問題を発生させていることに注意し

なければいけない。日本は都市問題の超先進国なのであ

り，それはこの地価によってもたらされている。

この高地価がもたらしたのは何か。その第一は，生活

拠点としての土地も，あるいは農業のように生産のため

の土地も，等しくすべて商品市場のなかに組み入れられ

たということであり，現在居住用や農業用として使用さ

れている土地も，将来常に商品に転化する可能性をもっ

ている。第二は，この商品としての土地は，最も採算性

の高い方法で利用されるということである。従って，値

上りを待って利用しないことが最も採算が高いと思われ

る場合には，その土地は利用されない。通常，最も高い

採算性を保障するのは，一つはその土地を高度利用する

ことであり，現象的にはピル建築となってあらわれる。

もう一つは土地を細分化して利用することであり，それ

はミエ開発となってあらわれた。いずれも，分譲価絡に

しめる土地価格の割合を，他の利用方法に比してはるか

に低くすることができるからである。

そして最も重要なことは， ミニ開発やビル建築の地価

に対する価格決定の有利さが，地価を押しあげる最も有

力な要因となっているということである。つまり，高地

価は， ミニ開発や高度利用の産物でもあるのである。こ

のようにして，この高地価→ミニ開発・高度利用と， ミ

ニ開発・高度利用→高地価は果てしない循環におちいっ

てしまった。土地問題の解決のためには，何よりも，こ

の循環を断ち切る，ということが要請されているのであ

るが，その前に，ここでは高度利用〈容積率〉と細分化

利用〈ミニ開発)の実態についてみておこう。

〈ニ〉 東京の容積率

第1表は，東京の容積率について，時間及び空間構成

の観点からみたものである。図中①は，都市計画上の平

均容積率(各区の用途地域毎の容積率上限を面積で加重

平均して求めたもの)であり，②は昭和54年，③は同50

年，④は同40年1月の時点における容積率(民有建物延

面積を民有宅地面積で除したもの)である。これによっ

てまず区部平均についてみると，昭和40年までの平均容

積率52%が， 50年には74%，54年には83%にそれぞれ上

昇していったことが，そして容積充足率が法定容積率

238%分のうち83%，つまり約三分のーになっていると

いうことがわかる。これは区部を平均した数値である

が，例えば千代田，中央，港などといった都心のいわゆ

る都心三区についてみると，昭和40年から54年までの成
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区が10年余の間に約二倍，区部平均でみると60%位増加

したことを示している。容積率が倍になったということ

は，建物が二倍になったということを示すものであり，

建物が倍になるということは，それ以前と同じ規模の都

市をもう一つ作ったということを意味する。都心三区で

は10年余の聞にもう一つの都市が作られたのであり， I日

来の都市が江戸時代以来，何百年もかかって作られてき

表-3 100ni'未満の個人宅地所有者の割合
(「東京の土地J1980年版25ベージ〉

同年(%)I畔(%) I型作帝
58. 3 I 58. 6 (23. 7) I O. 3 

71. 1 I 71. 3 (37. 5) I o. 2 

44.6 I 44. 8 (15.9) I O. 2 

42. 4 I 42. 8 (14. 1) I 0.4 

47.2 I 47.3 (16.9) I 0.1 

59. 1 I 59. 4 (25. 5) I O. 3 

52. 1 ， 52. 8 (20. 6) I o. 7 

57.4 I 57.8 (22.2) I 0.4 

45. 3 I 45. 9 (14. 7) I o. 6 

30. 9 I 31. 6 ( 8. 6) I o. 7 

34.5 I 3丘8(10.8) I 1. 3 

25.8 I鉱 6( 6.3) I 0.8 

36.8 I 37.2 (12.4) I 0.4 

39.1 ， 3θ.8 (13. 2) ! o. 7 

29. 5 I 30.4 ( 8. 8) I o. 9 

42. 3 I 42.9 (14. 2) I 0.6 

田.6 I 51. 2 (18. 1) I 0.6 

51. 1 I 51. 9 (24. 3) I 0.8 

長率が約二倍になり，平均容積率に対して二分の一以上

充足したということがわかる。

そこでこの表をもとにして幾つか都市診断を行なって

みよう。

第一は都市発展のスピ{ドである。この表は，都心三
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第十七条
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建築地区

村落地区内(MD)

中心地区内(MK)

爾工業地区内(GE)
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八主子 12.2 13.1 0.7 

立 JII 22.4 23.8 1.4 

武 蔵野 21. 4 22.1 0.7 

一 鷹 25.8 26.5 0.7 

青 梅 11. 9 25.4 

府 中 25.6 24.9 ムo.7 

昭 島 19.1 20.4 1.3 

調 布 27.1 27.7 0.6 

町 回 14.7 14.7 0.0 

小金井 15.5 16.8 1.3 

平 25.8 26.0 0.2 

日 野 14.8 15.6 0.8 

東村山 2泡.7 29.6 0.9 

国 分寺 21.1 21. 4 0.3 

国 立 23.8 24.3 0.5 

回 無 27.7 28.2 0.5 

保 谷 35.3 35.9 0.6 

福 生 21. 6 22.6 1.0 

Z自 江 27.0 27.7 0.7 

東大和 21. 5 22.3 0.8 

清 瀬 24.0 24.3 0.3 

東久留米 38.8 39.7 0.9 

武蔵村山 22.5 24.3 1.8 

多 摩 12.5 13.8 1.3 

稲 城 24.0 24.5 0.5 

秋 JII 10.6 10.9 0.3 

26市 I21.1 I 22.2 I 1.1 

〈注) 1.課税資料から作成

2. ()内は50d未満の宅地所有者の割合

たことをみれば，そのスピードは驚くべきものがあると

いえよう。

第二は都市の蓄積ということである。都市学者のなか

に，東京は二階建の建物で埋められた大村落であり，こ

れをせめてパリ並みに四~五階にして建物の容積を大き

くすれば，空地や緑が増えて，いわゆる都市問題といわ

れるものの諸々が解決するという人がいる。そこで，都

市の蓄積が，どのようになっているか，外国との比較を

行なってみよう。

第2表は，バリではないが西ドイツの容積率の表であ

り，それによると最も容積率の高い中心地区や商工業地

43 

表-4 地域別100d未満の宅地所有者の用途
地域別所有状況

(「東京の土地J1980年版26ページ〉

区分 1住宅地域|商業地域陣地域|その他| 計

千代田区 6.8% 93.0% 0.0% 0.0% 100% 

中 央 区 8.8 92.0 0.2 0.0 100 

台東区 12.9 85.2 1.4 0.0 100 

墨田区 50.2 17.0 37.7 0.0 100 

江東区 54.0 13.0 38.6 0.0 100 

大田区 86.5 11.4 6.1 0.0 100 

世田谷区 94.1 8.5 0.0 0.4 100 

荒川区 40.3 13.8 52.7 0.0 100 

足立区 94.5 3.1 4.0 0.0 100 

八王子市 41. 6 4.2 8.5 50.7 100 

立川市 92.5 10.0 0.1 0.6 100 

三鷹市 90.7 6.0 5.3 0.0 100 

町田市 89.9 0.9 0.1 1.1 100 

福生市 77.3 8.1 18.0 0.3 100 

(注) 1.課税資料から作成

2. 64年 1月1日現在の数字

表-5 都内敷地面積規模別居住専用建物着工棟数の推
移 (f東京の土地J1980年版14ベージ〉

(単位:棟， %) 

区分 I4咋 I5昨 I51年 I52年

敷地面積99d以下 I12，522 I 18，118 I 23，165 I 23，740 
総 数 I 41，972 I 49，801 I回，222 I 59， 026 

指 f99d以下 I 1ω I 153 I 185 I 190 
数 i総数 I 100 I 119 I 141 I 141 

9M以下の構成比 29.8 ¥ 38. 4 I 39. 1 I 40. 2 

(注) 1.東京都建築統計年報から作成

2.新築のみで増改築を含まない。

区内で240%が上限となっていること，さらにこれを住

宅地についてみると，一般住居地区内では建物階数は二

階が限度であり，容積率は80%が限界となっていること

がわかる。しかるに東京の千代田区・中央の商業系地域

では，西ドイツの 240%制限をはるかに突破する 372%

や331%となっていること，区部平均の83%という蓄積

率も，少なくとも西ドイツの住居としての制限80%をこ

えてしまっていることに注意しよう。

ちなみに東京では商業地域に対して1000%，住居地域

に対して 400%の容積率が指定されているのであり，こ

れらを比較してみると，日本は法的にも，現状の蓄積率

においても，はるかに西ドイツを追い抜いているという

ことがしれよう。つまり，西ドイツの都市をどう評価す

るかは別にして，日本でははるかに高容積が進んでいる
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こと，従って，そう無闇矢鱈に高容積化することができ

ないということを忘れてはならない。

第三に，将来の展望についてみておこう。前にみた都

市計画平均容積率は，都市の経済成長や人口の動態，あ

るいは環境等の質や規模を慎重に判断して適切に定めら

れたものであるといわれている。従ってこのようなみか

たからすれば，東京は都市計画平均容積率の三分のーし

か満たされていないのであるから，未だ充分な余裕があ

るということになろう。しかし果たしてそういうことが

できるであろうか。この平均容積率については二つの点

から問題がありそうである。一つは容積率それ自体の問

題である。日本の容積率は西ドイツとの比較でみたよう

に，それ自体が極めて高いものとなっている他に，そも

そも，そのすべてがみたされることはありえない(歩止

り論〕という前提にたっている。つまりある地域に指定

された容積率は，ある人は指定容積率すべてを使って建

築物を建築するが，残りの一定の人々は，その容積率を

使わないという前提にたっている，ということである。

いい方をかえれば，もしすべての人々が指定容積どおり

の容積率を使ってしまうと，環境やその他の面でいろい

ろな障害がでてくるということが前提になっているので

ある。従って，平均容積率はそのまま使用することので

きない数字といわなければならない。もう一つは，現実

に使用可能な空間という観点からの制約があるというこ

とである。周知のように容積率は 200%の指定がなされ

ているからといって，現実に 200%使用ができるわけで

はない。それは道路幅員や日影規制基準等によって制限

される。従って正確にいえば平均容積率は，用途地域毎

の容積率を面積で加重平均するのではなく，道路幅員等

によって修正された容積率を面積で加重平均しなければ

ならないのであり，前にみた歩止まりをここからさらに

差引かねばならないのである。東京は細い道路が非常に

多いから，右のような計算方法に従えば，平均容積率は

はるかに下回った数字となる。

このように考えてみると，東京はまだ三分のーしか使

われていないのではなくて，むしろ反対に三分のーしか

残っていないといった方が正確ではないだろうか。この

残余三分のーの空間について，私達は二つの側面を認識

しておく必要があると思われる。その一つは，都市空間

が有限の時代に入ったということである。三分のーしか

残っていないということをより具体的にみると，仮りに

今後，かつての高度経済時代と同じようなスピードで建

築や開発が進めば，東京はもう10数年で満杯になってし

まうのである。もう一つの側面は，残り三分のーとはい

え，東京では，江戸時代から昭和40年までの何百年間に

わたって作りあげられてきた建物・都市と全く，同量の

ものが作られる可能性が残っているということである。

容積という概念は，建築物について用いられるときは

建築物の大きさを，都市について用いられるときは，都

市の大きさもあらわすために用いられる。従って建築物

にしろ都市にしろ，容積が大きいということは，そこに

それだけ人や物が集中しているということであり，大き

ければ大きいほど人や物が集中するということになる。

そしてこの人や物の集中こそ，実は土地問題をひきおこ

してきた最大の要因であった，ということを考えれば，

もう一つの都市づくりというのが，何をもたらすかは，

ある意味でもはや自明のこととはいえないだろうか。

以上私達は，容積率を手がかりにして，都市の現状を

みてきた。その結果，都市が異常なスピ{ドで開発され

てきたこと，高蓄積になっていること，都市空聞が有限

となっていることヵ:明らカ吋こなってし、る。

次いで高容積の丁度裏側にあるミニ開発についてみて

みることにする。

(三〉 東京のミ=開発

別表第3は，昭和53年と昭和54年の東京における 100

平方メートル未満の個人宅地所有者の割合を示したもの

である。それによると①昭和田年時点で，区部では実に

42.4%の人が，市部では21.1%の人が 100平方メートル

未満の土地所有であること，②これが54年には区部で

0.7%.市部で1.1%上昇していること，そしてさらに，

③区部では13.7%の人が50平方メートル未満の土地，い

わゆるミニミニ開発の所有者となっていることが判明す

る。 ECは日本の住宅をみて「ウサギ小屋」と批難した

が，住宅がウサギ小屋なのではなくて，住宅が存在する

ための土地が，ウサギ小屋しか建てられないのであり，

事態はもっと深刻なのである。

次にミニ開発について，都市内の分布と今後の傾向と

いうものをみておこう。別表第4は. 100平方メートル

未満の宅地所有者の用途地域別所有状況をあらわしたも

ので，それによれば， ミニ開発は，住宅地域だけでなく

商業地域や工業地域に広がっていることを示している。

ここでは都市計画の無力が証明されているといえよう。

別表第5は，都内敷地面積規模別居住専用建物着工棟数

の推移をあらわしたものであり，これによって私達は次

のことをしることができる。それは，敷地問積99平方メ

{トル以下の建物が，昭和49年から 52年までの聞に，

昭和49年を100とすれば190%に増えたこと，及び全体に

占める割合が昭和49年を100とすれば141%になったこと

を示す。つまりミニ開発が急激に進展していること，そ

して全体に対するストック率が高まっていることをあら

わしているのである。この進展が，住民の土地付一戸建

住宅に対する圧倒的需要を反映しているものであること

をみることはたやすく，東京都発行の「東京の土地」に

よれば住宅難世帯 167万世帯の圧倒的部分が，この土地

付一戸建住宅を求めているという。従って将来もミニ開

発が急激に拡大していくことを覚悟しておかなければな
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らない。

以上∞t三)の検討によって，東京の土地問題がかかえて

いる複雑さが判明する。東京では一方で限りなく高度利

用が進み，他方でこれ又限りなく細分化がすすんでい

る。超高層とミニ開発の同時存在と，そのあくなき拡大

こそ先進諸国に全く例をみない東京特有の都市問題なの

である。

高度利用とミニ開発が都市に対していかなるインパク

トを与えているか。ここでは詳説することをしない。そ

れは単に高地価の元凶であること以外に，環境破壊や自

然破壊，あるいはエネルギー，交通，そして防災等に関

するいわゆる都市問題と呼ばれているもののすべてにか

かわっていることだけを指摘しておけば充分であろう。

そして，最後に重要なことは，土地の細分化利用を含

めた高度利用による容積率の上昇と人口との関係であ

る。別表第6は昼間人口上昇率と民有地の建物容積率上

昇率の関係をあらわしたものである。それによると港，

渋谷，千代田，新宿等容積率が急上昇した地区が昼間人

口を増大させたことを示している。容積率の上昇が昼間

人口を増やすこと，それは容積率の拡大が，住宅では

なく，事務所や庖舗などの商業的利用によって行なわれ

ていることを示すのであり，従って又夜間人口の減少，

すなわち住民が都市に存在しなくなることを明らかにし

ているのである。都市に人がいなくなること，それは都

市にとって致命的であるとはいえないだろうか。

.表-6 昼間人口上昇率と民有地の建物容積率
上昇率の関係 (r東京の土地J1975年版36ベージ)

民 100
有 I (昭和何年-50年の上昇率)
地
の
建 90

蓄
積

宝80
昇
率

~ 70 

60 

-港

ei岩谷

・千代田
・新宿

-江東

・文京

-中央

50 

-豊島

401 ・台東

-墨田
-品川

30 
-20 -10 0 10 20 30 

昼間人口上昇率(%)

(注)1 . 50年昼間人口は都総務局統計部の推計

2. 50年の昼間人口が夜間人ロを上回る区のみ対象

(四〉 土地問題の解決

それではこの土地問題はどのようにしたら解決できる

であろうか。

通常これに対して二つのことがいわれている。第一は

土地に対する需要を緩和ないし除去することであり，こ

れは三全総の定住圏構想、や，あるいはこれと同時にキャ

ンベー γされた「地方の時代j の発想にみられるもの

で，大都市に対する人口の集中を分散させ，地方をみな

おすことによって人口の地方への定住化をはかろうとい

うものである。都市内部でいえば，それは大学や工場の

立地制限の政策となってあらわれる。もう一つは都市内

部で土地供給をすすめるということであり，それは農地

等の未利用地の宅地への転換，あるいは既存の低度利用

の宅地を高度利用することによって行なうというのであ

る。この農業用地等の未利用地の宅地への転換は「市街

地開発J，既存宅地の高度利用への転換は「再開発」と呼

ばれる。そしてこの二つは土地問題が喧伝されるたびご

とに論議されてきたものであり，論者たちはしばしばこ

の二つによる宅地の供出可能性について，ある時は過剰

に，ある時は過少に見積もってきた。そこでここでは前

にみた荒井の論文に依って，土地供給の可能性というも

のをみてみることにしよう。

まず市街地開発についてみてみよう。彼は第三次全国

総合開発計画が想定した，東京圏で必要とされる宅地開

発必要面積58500ヘクタールについて，現実に供給可能

な面積が40000ヘクタール弱であること，つまり絶対的

な量的制限があることを明らかにしている。しかも市街

地開発については①都市近郊農地等の所有者が土地売却

動機に乏しいこと，②開発行為に伴う費用負担の増大に

よって事業者が宅地開発に消極的になっていること，つ

まり供給側と事業側の双方の主体的条件に困難があるこ

とを挙げて，新市街地開発が行きづまるというのであ

る。そして期待を「再開発」に向けた。「再開発」に対し

て彼が検討した問題は次の四点である。①は住宅供給型

の再開発が業務機能の集中と両立しうるかどうかという

問題であり，彼はこれに対して肯定的である。②は居住

密度の上昇と居住環境改善との関係についてであり，彼

の回答はここでは相対的である。つまり欧米なみのゆと

りある居住環境水準，一人あたりの公共公益施設面積70

平方メートルを実現しようとすれば，東京区部における

現在の人口 860万人が限界となる。他方東京の現在の居

住環境水準一人あたり39平方メートルを維持しつつ，今

後10年間に東京圏で増加すると見込まれる人口犠のおよ

そ半分程度にあたる 130万人を収容しようとすれば，居

住密度を現在のヘクタールあたり330人から，その1.5倍

にあたるヘクタールあたり 500人にひきあげなければな

らない。③は再開発事業のコスト及びその結果計算され

てくる分譲価格や賃貸価格と，支払い側の水準がバラン

スするかどうかという問題であり，④は前にみたように

土地の細分化利用が進むなかで発生する複雑な権利関係



46 総合都市研究第13号

と再開発の合意形成の関係についてである。この四点を

検討したうえで，彼は「既成市街地の再開発にはいくつ

かの契機が与えられているものの，再開発の人口吸収

力，事業コスト，事業速度を考慮すると，東京圏におい

て新市街地開発の停滞をカパーするほどの役割を期待す

ることはできない」と結論づけた。そうすると土地供給

サイドには展望はなく，重点は人口の地方への分散政策

にかかるということになる。人口の分散政策の成否はこ

れからの政策にかかっているのであるが，しかし過去の

経験からして，これもそう多く望めないことも明らかで

あろう。

このようにして，私達は土地問題の解決について希望

をもつことができず，土地問題はますますその矛盾を進

行させる，ということをしるのである。

注

1) 荒井俊行「土地問題への対応」土地住宅問題1981年

5月号

2. 土地問題に対すD法学の対応

前章で私達は，東京の都市の状態というものをみた。

前にみたように土地問題の発生は，単に政治や経済の結

果としてあるだけでなく，法学の結果としでもあるので

ある。それでは日本の法学はこの土地問題に対してどの

ように対応したであろうか。又対応しようとするのであ

ろうか。法学的にいえば，この土地問題は土地所有権の

自由と深くかかわっている。ここでは，従来法学がこの

土地問題にどのようにかかわってきたか，簡単にスケッ

チを行なっておこう oそれは，都市法の意義や位置づ

け，あるいは必要性といったものを明らかにする筈であ

る。

土地問題について，法学的には公法と私法の双方から

アプローチが行なわれている。そこで以下公法と私法に

わけてみていくことにするが，公法については，公法理

論にもとづいて土地問題を検討した業績は少ないので，

本稿では土地に関する公法(制定法〉が，何を問題にし

かつどのような結果になっているかをみるにとどめよ

う。なお以下の叙述は東京都「東京の土地」から筆者が

要約したものである。

引)公有地の拡大の推進に関する法律について，同書

1974年阪は「地方自治体等は，民間同士の売買契約が事

実上成立してしまった後で買い取り協議を行うようにな

ること，および買い取り価格が公示価格を基準としなけ

ればならないこと等のため，あまり効果があがっていな

い」とし，問書1980年版では「法施行の頭初は，土地の

先行取得に貢献しようとするのであったが，現在大都市

での届出制については公共用地買収の際の情報提供の役

割さえ果せなくなっている」としている。

(ロ)農地の宅地並み課税について，同書1975年版は「都

市においては，この制度の有力なねらいの一つである宅

地化の促進は余り果されていないといってよい。制度の

効果がでないのは，都市農地がここ10年余りで半減し，

すでに可能な宅地化は終っており，残存農地は，今後も

農業を続けようとする農家等の所有割合が高くなってお

り，容易に農地を手放さないことにその基本的な理由を

求めることができる」としている。

付都市計画法及び国土利用計画法，都市計画法は1000

平方メートル以上の土地を対象として開発を規制しよう

というものであり，国土利用計画法は2000平方メートル

以上の土地を対象として取引規制を行なおうとするもの

である。しかしこれでは 100平方メートル以下のミユ開

発の，開発も取引も規制できないことは明らかである，

としている。

げ)の公有地の拡大に関する法律は，公共用地の先行取

得によって公有地を拡大するもの.(，ロ)の農地の宅地並み

課税は，農地が周辺の宅地に比し税負担が著しく不公平

である点、を是正し，大都市における宅地供給を計ろうと

いうもの，付の都市計画法と国土計画法は地価をコント

ロールし，開発をコ γ トロールしようというものであっ

た。しかしそれらは上にみるようにいずれも失敗してい

る。

それでは前にみた高容積及びミニ開発はどうであろう

か。容積制は都市計画法・建築基準法によって決められ

るのであるが，土地の高度利用は，すべて，この都市計

画法・建築基準法によって，合法的根拠が与えられてい

るのである。一方ミニ開発については，現在，これを規制

する法律は存在せずコ γ トロールすることができない。

なお最近，都市計画法のなかに「地区計画制度Jが創設

され，ある特定地域に限り，この高度利用やミニ開発を

防止することができるようになったが，大都市に対する

適用はほとんど絶望祝されている。

このようにして，日本の土地公法は土地問題に対して

全く無力であること，いいかえれば土地問題は「合法的」

に発生していることが判明する。なお公法学者のなかか

ら，この現状に対する有効かつ適切な理論はだされてい

ない。

この異常ともみえる公法学者の沈黙に比して，私法学

者の土地問題に関する意見は活発である(1)。

私法学者の土地問題に対するアプローチは土地所有権

論の検討から始まった。そこで，本稿では私法学者の意

見をもっともよく示すものとして渡辺洋三教授の意見を

紹介し，検討を行なうことにしよう。教授の意見をその

著「土地と財産権」から，私なりに要約を行なって紹介

すれば次のとおりである。

(イ)近代市民革命の担い手であった小市民層(独立自営

農民〉において，土地所有と経営と労働は一体であり，
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それゆえまた土地所有権と土地利用権とは未分離であ

り，このような未分離の土地財産権は，人間の生活と生

存にかくことのできない基本的人権でありえた。

(吋資本主義の展開に伴って農民層分解が進む中で，こ

の三位一体が分離し，一方で資本賃労働関係の成立によ

り，資本主義的財産権と労働者の生存権が対立し，他方

で経営と土地所有の分離により，土地利用権と土地所有

権が対立するに至る。資本の法則が土地所有を従属させ

るプロセスで，土地所有権に対する土地利用権の保障が

進み，土地所有権の自由は，その限りで制約される。そ

れは資本主義の下における土地制度の近代化の方向を示

す。

付他方，資本主義の発達に伴う都市化，工業化の進展

によって，土地利用相互の問に深刻な矛盾をもたらし，

又，土地商品市場における商品所有権としての土地所有

権は，その寄生的な性格によって土地投機を助長するに

至る。ここから国家による土地利用秩序に対する規制及

び土地商品市場に対する規制が生まれる。

同ところで現代財産権が生存権的財産権と非生存権的

財産権にわけられるという一般的法則は土地財産権にも

妥当する。第一に土地所有権と土地利用権との関係にお

いては，土地所有権の保障よりは土地利用権の保障が確

立されることが，近代的土地法制の一般的前提であり，

その意味では，土地財産権のうち土地利用権が他の一般

の財産権に相当する。第二にこの土地利用権は生存権的

土地利用権と非生存権的土地利用権にわけられ，前者は

人権としての財産権であるから，その侵害や制限には慎

重な配慮が必要であり，後者は資本主義社会における私

有財産権制度において政策的に保障されている財産権で

あるから政策的にその自由を制限される。

以上が渡辺教授の有名な土地基本的人権論であり，他

の私法学者も，思想や論理において相違があるとはい

え， r土地利用権の強化」の一点では共通しているように

思われる。

そこで以下，上のようなシェーマのなかから「土地利

用権の強化」というテーマにしぼって，前にみた土地問

題との関係をみていくことにしよう。なお，ここでいう

土地利用権の強化とは，借地権や借家権などの土地利用

に関する権利の強化のことであり，土地の利用形態のこ

とではない。

(1)日本の土地利用権強化の要請は，資本主義の一般的

論理法則としてよりはむしろ社会的弱者の保護としてあ

らわれた。その社会的背景として，住宅供給数が住宅需

要にはるかにまにあわないという事実が存在した。しか

し今日では住宅戸数は世帯数をこえ，住宅難という問題

は，戸数不足ではなく，住宅の質の問題としてあらわれ

ている。このような社会的背景の変化は，土地利用権の

強化という課題についても一定の変様を強いるであろ

う。

(ロ)土地利用権者，とりわけ生存権的土地利用権者の圧

倒的多数は，今日，土地利用権の強化ではなく，土地付

一戸建住宅すなわち所有権の確保を要望している。この

傾向は日本だけの特殊な傾向ではなく，スウェーデン・

西ドイツ・プランス・イギリス等世界の先進資本主義国

家に共通してみられる現象である。日本の土地所有権確

保の欲求は，社会保障の貧国，インプレ対策，あるいは

政府の持家政策などによってもたらされた特殊政策的な

ものであり，しかもそれが極端にあらわれたものである

が，他の先進資本主義諸国家ではそのような理由だけで

は説明がつかない。率直にいって土地所有権確保の欲求

はその理由や程度について差異があったにしても資本主

義国家一般，さらにいえば，社会主義国家を含めて全体

に共通する傾向のようである。そのような傾向と，土地

利用権の強化→近代化とはどのような関係にたつのであ

ろうか。

付土地所有権(土地利用権を含む〉は絶対的に自由な

ものではなく，社会的な観点から取引や利用方法が制限

されるということはもはや異論がみられず，私法学者も，

土地商品市場あるいは土地利用秩序に対する国家の介入

を求めている。問題は土地所有権あるいは土地利用機を，

生存権的なそれと，資本主義的なそれにわけで(社会

的土地所有権と近代的土地所有権といってもそれは同じ

である)，制限の仕方に差異を設けるということであろ

う。社会的弱者に対する土地利用権基本的人権論は理論

上説得的であるが，現代の土地問題は，やや次元の異な

った問題を提出しているとはいえないだろうか。例えば

ミニ開発は，最も生存的な土地利用であり，鉛筆ピルは

生存的土地利用者の土地開発である。ミニ開発や鉛筆ピ

ルを，それが生存的な土地利用であるからといって擁護

できないのは当然であろう。その意味で，土地利用機基

本的人権論は，何等かの変様や修正を要請されると思わ

れる。

付そして最後に私法理論全体が，前にみた都市特有の

土地問題に対してどのように対処できるかということを

みておきたい。高地価は勿論， ミニ開発も高容積も，公

法だけでなく私法ヒもすべて合法として出現しているこ

とは前にみた。これに対して，私法学者が等しく強調す

る土地利用権の強化という主張は，果たしてどのように

かみあうのであろうか。私はどうしても論理的脈絡をみ

つけることができないのである。

公法と同時に，私法と土地問題の聞にも深い断層があ

るように思われる。

注

1) 渡辺洋三「土地と財産権J岩波書席，水本浩「土地

問題と所有権」有斐閣，篠塚昭次「土地所有権と現

代JNHKブックス，日本土地法学会「土地所有権
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の比較法的研究」有斐関，甲斐道太郎・稲本洋之助

・戒能通孝・田山輝明「所有権思想、の歴史」有斐閣

等。

3. 近代法と現代法

付土地問題に対して，法はどのように対応しなければ

ならないか。それは観念的にもたらされるものではなく，

過去の総括のなかから生みだされなければならないと私

は考える。都市の成長は合法的に進んだが，それは必ず

しも一直線に進んだわけではなく，さまざまな抵抗を生

んだ。それは端的にいって，合法の世界はよい都市を作

らない，もっといえばよい都市を破壊するということに

かかっている。 1970年代合法による都市破壊に対する抵

抗は，住民や自治体によってになわれ，その抵抗は様々

な法現象を生んでいる。私はこのような現象を分析し，

従来の合法の世界を近代法，抵抗のなかから生みだされ

た新しい法現象を正当性によって裏づけられる現代法と

した(1)。高度成長時の都市成長は，法的にいえば，この

近代法と現代法の相克の時代でもあ J たのである。

そこでここでは，右にいう現代法が土地問題に対して

どのように取組んできたか，ということを確認しておこ

う。

(1)計画論，現代法のなかで最初にとりあげるべきもの

は，計画論の胎頭ということである。一つ一つは合法で

あっても，それが無差別に集積する場合には，都市は全

体として破壊される。この認識は当然のことながら，こ

れら一つ一つの行為をある目標にむけて誘導し配置する

という，計画の論理を要請する。今日では，計画は，国

家だけでなく，あらゆる自治体が有するようになり，個

々の土地はこの計画全体のなかに位置づけられる。土地

所有権論にとって重要なことは，この計画が全国画一的

にたてられるものではない，つまり，各地方自治体の

都市像によって自由に個性的にきめられるということで

ある。それはその土地の存在している地域や都市という

ものを無視して，抽象的に土地所有権論を設定してきた

近代法的土地所有権論にたいして変革をもたらすであろ

う。

(2)指導要綱，しかし自治体が右のような計画をもっ

た，つまり土地所有権の内容に対してその都市独自の位

置つ寺けを与えたからといって，計画はそれを実効するこ

とができない。計画は法的拘束力を有しているわけでは

なく，土地所有権は近代法の原則のなかで計画とは無関

係に実現されていくからである。そこで計画と近代法の

ズレを調整すべく生まれたのが指導要綱である。この指

導要綱については次の三点を確認しておこう。

げ)指導要綱は上位規範として計画を有し，計画が個性

的であると同じように，個性を有しているということで

ある。従って土地所有権はこの指導要綱によって，個別

・具体的に利用方法がきめられる。

(吟指導要綱は，従来の公法や私法が射程対象としなか

った(できなかった)，土地の高度利用やミニ開発を対

象として，その規制jを行なつでいる。その意味で，指導

要綱は，従来の土地所有権論に対して新しい領域を切り

聞いているのであり，又現代の土地問題といわれるもの

に最もよく適合しているといえよう。

付指導要綱は，従来の伝統的な法学観に，一定の転換

を促す枠組をもっている。第二章で，土地問題に対する

法学の対応を検討した際示唆しているように，従来の法

学は，公法と私法(あるいはその中間にある法)に分離

され，それらは互いに侵透しあわずそれぞれの世界で個

有の論理をもって存在していた。

ミニ開発や高容積利用はこの問機に生まれたものであ

り，私法の環境権は公法に，公法の各種規制は民法にそ

れぞれとりいれられることはなかったのである。これに

対して指導要綱は，都市の正当性の観点からそれらを統

合し，かっこの二者に影響を及ぼしていったのである。

例えば指導要綱が保障した日照権が，一方で建築基準法

の日影規制基準の創設に，他方で日照権の私法理論に影

響していったのはその顕著な例として挙げることができ

るであろう。

指導要綱は，都市の問題をそれ自体としてとりあげる

ものであり，そこには冒頭にみた大谷の指摘，すなわち

都市を構成要素に個別に分解するといった方向とは全く

逆の方向，すなわち，構成要素，個別なものを統合する

方向が存在している。私達はこの統合の方向のなかに近

代合理主義を背景とする近代法とは全く異質な，新しい

世界の成立をみるであろう。

(3)判例，指導要綱が近代法の世界に抗しつつ，社会に

定着していったのは何故か。それは指導要綱の世界が正

当性をもっているからであり，その正当性が究極におい

て裁判の場で検証されたからである。 1970年代，合法の

名による都市破壊に対して多くの住民が立ちあがり，合

法性は裁判によって一つ一つ検証されていった。裁判で

重要なことは，合法性というものが，徹底的に事実によ

って洗われていくということである。建築をすること，

それは土地所有権の当然の行使であり，建築行為は，安

全，衛生の観点から消極的に規制をうけるだけで，原則

として自由である。建築主事の行う建築確認は，建築行

為の合法性の証明であった。しかし裁判は，当該土地所

有権の行使がそもそもそのように自由であるか否かを，

被害や地域性の観点から見直すのであり，土地所有権は

それらのチェックをパスした場合にのみ，始めて自由に

なるという理論(判例〉を生みだしていく (2)。土地所有

権はこのようにして観念的なものではなく，すぐれて現

実的なものとなる。現実的になることによって判例は指
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導要綱の理論的基礎となり，都市のなかに還元さる。

μ)都市の機構，現代都市は，現代都市にふさわしい行

政需要を喚起する。都市の成長にともなって，都市行政

も急激に肥大した。現代法にとって重要なことは，都市

行政に対する住民参加の問題であり，住民参加を保障す

るために，自治体では近代法秩序にもとづく都市機構の

他に，近代法にもとづかない現代法的な多くの機構をも

つようになってきた。

現代法的な都市機構は，前にみた計画，指導要綱，そ

して判例のなかで位置づけられ，内容を与えられた土地

所有権を，住民自身が検討し，管理し，計画化していく

方向性をもっている点に特徴をもっている。現在，その

機構は未熟であり，問題点も多くあるが，その発想のな

かに，土地所有権の新しいあり方が示唆されている，と

いったらいいすぎであろうか。

以上が，私のいう現代法であり，都市法の原理はかか

る現代法現象の共通した本質をさぐるものとならなけれ

ばならない。

(斗都市の論理

1970年代，それは法の世界においては近代法と現代法

の相克の時代であったとした。この近代法，あるいは合

法性と正当性の衝突は，実は都市とは何かということに

ついての争いであり，今なお抗争がくり返されるのは

「都市」についてコンセンサスがないからに他ならない。

それ故，都市について考察を深めることは，現代法の発

展にとって不可欠のことであり，その究極に都市法の原

理が構築されることになろう。そこでここでは再び，都

市とは何かについて確認しておく必要がある。

さて，私達が今日「都市」を実感するのは，ヨーロッ

パの都市であり，ヨ{ロッパの都市は，その原型を中世

に求めることができる。日本で，都市を実感するのは，

地方の城下町であり，地方の城下町もヨーロッパと同じ

様に，中世にその原型を求めることができる。何故，こ

れらの都市は都市を実感させるのか。感性的にとらえれ

ば，そこに「安定した文化の総体J(3)をみるからであ

り，あるいは「そこに集まってくる人びとの精神を解放

し，同時にその人びとの聞に共感を感じさせる，あの不

思議な空間，物的に閉じているにもかかわらず，精神的

には解放的な空間」仏)を感じさせるからである。

それではそのような空聞は何故に形成されたか。そこ

に住民の自治があったからということができるように思

う。ヨーロヅパ中世都市は，①人口が集中し，②物の流

通つまり商業にかかわっており，③都市施設があったこ

と，④そしてこれらをもたらしたものとして，法及び経

済の自主性があったことによって農村と区別される。

法的な自主性，それは都市法の存在としてしられ，プ

ラ{ニッツは，中世都市のなかの立憲政府，共同体裁判

所，自治行政(特に都市警察)，そして都市法と市民の

権利義務を見事に分析し，明らかにしてくれている(め。

農村から切り離された，しかも連帯した住民達による都

市宣誓共同体と，彼等によって作りだされた法的共同空

間に，プラーニッツはヨーロッパの中世都市をみたので

あるが，それと同様のことを，日本の一部の中世都市に

もみることができる。日本の中世都市には，ヨーロッパ

にみられたような都市法による中世都市は存在しない

が，それでも確かに住民自身の共同体が存在し，そのな

かで，都市的な規律が確立された。この規律は慣習や作

法として伝承されている。

勿論ヨーロッパ中世都市には，教会や領主の，日本の

中世都市には藩主や幕府の支配が存在したが，その存在

は都市を否定することができない。そこにはその支配と

抗争し，それを凌駕する住民の自治が存在したからであ

る。

住民自治による都市支配，この一点こそ，都市と農村

を区別した最大のものであろう。

さて本稿では次の点を確認しておくことが重要であ

る。それはヨーロッパでは，中世都市の原理が，近現代

に継承され，日本では中世都市の原理が，近現代の過程

で断ち切られたということである。それは法そのものの

存在形態と論理をみれば明らかである。本稿はヨーロッ

パ法の分析を目的とするものではないので詳説しない

が，ここでは次の一点だけ挙げておけば充分であろう。

すなわちヨーロッパでは，中世に，当該都市特有のそし

てその都市だけに該当する都市法が存在したが，それは

現代においても変っていないということである。現代で

は都市法の名称こそなくなったが，それは例えば西ドイ

ツにおける，国家は都市建設計画，宅地の区画整理，合

併，土地取引，上下水道等の関連公共施設に関する法は

制定することができるが，建築秩序に関する法は定める

ことができないという規定(基本法74条18号)をみれば

あきらかである。

これに対して日本では，明治以降，法律はすべて，国

家が制定するものであり，自治体は国家の制定した法律

の委任をうけて，都市の個別要素に対して立法するにす

ぎないとされたのである。

都市法と国家法，それは次のような差異を都市にもた

らす。自治体の立法権限の有無による差異は，経済が地

域のなかで自足している聞は，おもてだってはでてこな

い。そこでは国家法の存在にもかかわらず，なお，住民

自治の存在が可能だからである。日本において，つい最

近まで都市が存在しえたのはそのためである。しかし経

済が地域をこえて，全国土にくりひろげられる時，都市

には国家の規律が侵入し，都市が解体する。私達が高度

経済成長時代にみたもの，それは近代法による都市の解

体であり，現代法による都市の主張だったといえよう。

そして，近代法と現代法の二元的な存在こそ，ヨーロッ
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パと区別される，今日の日本的な法的特徴なのであるo

t三)ヨーロッパにおける都市法の生成

都市における地価の上昇，都心地域の空洞化やスラム

化(インナー・シティの発生〉等は， 日本に限らず，世

界の先進資本主義国の諸都市に共通してあらわれてい

る。それはヨーロッパにおいても同様であり，何よりも

経済が，都市的規模をこえてしまったということにその

原因を求めることができるであろう。

さて私達は，ヨーロッパ各国のこの経済の発展→地価

の上昇に対処する対処の仕方に新しいヨーロッパ都市法

の生成(ヨーロッパでは土地法という観念は存在する

が，都市法という観念は近代法に入って消滅している)

をみることができるように思われる。そこで以下簡単

に，この地価上昇に対する西ドイツとフランスの法と法

理論をみておこう。

(1)西ドイツ 西ドイツでは1958年ころ (f奇跡の経済」

がほぼ終了した〉から，土地投機による急激な地価上昇

が始まる。 1960年に，これに対抗するために，市町村に

対して先質権を認める連邦建設法が， 1971年には，①市

町村に対して土地取得権，②同じく「取り壊し命令」

「建築命令Jr近代化命令」などを付与する都市建設促

進法が制定されている。そして1976年には，この両法が

改正されて，①市町村の計画権限の強化，②市民参加の

拡充，③公共への開発利益の吸収が定められた。

さてこの一連の法改正のなかで，もっとも注目すべき

ことは，土地所有権に対する思想の転換である。これを

西ドイツの代表的な公法学者ベーター・パドウラ(6)に語

らせてみよう。

彼の土地所有権論はこうである。「土地所有権に限界

を設定する法律は今日私法上のものというよりはむしろ

公法上のものである。公法は所有権者またはその他の私

法上の処分権者に対して公益の観点、から制約を加えるも

のである。土地所有者に制限または義務を課す数多くの

公法上の規定をすべて観察すると，非常にすみやかに示

されるのは，土地所有者の利用権が全面的であるとはい

えないということである」という。

次いで，土地の利用について「土地所有権を建築用地

として利用するには秩序ある都市建設上の発展の要請お

よび土地の利用に関するその他の公益に適合するように

しなければならない。その結果，所有者が建築の時期お

よび建築的利用の種類・様式について自由に決定できる

といった『建築の白由』を法律は認めることはできない

ことになる」とした。

この所有権と建築権の分離，そして建築権に対する自

由の否定は， ドイツでは強固なそして全く常識的な規範

となっている。いいかえれば，前にみた連邦建設法や都

市建設促進法は，建築不自由の観念の法的な体系ともい

うべきものであり，私達はその典型を，かの精微かつ厳

格なる地区詳細計画(7)にみることができるといってよい

であろう。そこでは所有権の内容は，計画によって始め

て形成されるのであり，酋ドイツ憲法の所有権の保障

(基本法14条〕は「土地所有権の法的状態を，社会国家

的に約束された私的自治と私的利用として叙述すること

ができるJ(前同〉というにすぎないのである。

ついでにいえば，このような観念の下に生きている者

にとって，本稿の冒頭でみた，日本の都市にみられる鉛

筆ピル，不規則な開発等が「西ドイツでは法的制限の比

較的濃密な網の制約の下でのみ存在する自由としての建

築の自由は，日本においては，まだ比較的無制限である

ように思われる」給)と映るのは，蓋し当然のことといわ

なければならない。

(吟フランス フランスでも1960年代にはいって急激な

地価上昇がおこり，これに対して， 1958年には優良市街

化区域 (2UP)に対する市町村の先買権を認めたデク

レ第14号及びオルドナγス第1447号が，さらに1967年に

公有地の拡大をめざした，土地利用の方向づけの法律第

1253号が制定される。そしてこれらの方向を集大成し決

定的にしたのは1975年の土地政策の改革に関する法律第

1328号である。この法律は周知のとおり「不動産取引介

入区域J(2 1 F)と「建築密度の法定限度」の制度を

創設している。

建築密度の法定限度の制度は，一定限度(パリでは

150%，その他の地区では100%)以上の容積率を市町

村有化する(限度以上の建築をしようとする者は，市町

村から容積を購入しなければならない)ことによって，

地価の高騰による土地の高度利用，そしてその循環を断

ち切り，地方で，不動産取引介入区域を通じて，公共空

地や低所得者向けの社会住宅建築のための土地購入財源

を生みだそうというものであった。この法制定にあたっ

て，土地所有権はどう観念されたか，本法を提案した建

設大臣ロベエル・ガレエの1975年4月25日「都市計画お

よび都市政策の改革に関する法律案」の提案理由(9)をみ

てみよう。

彼はまず土地所有権と本法との関連について「私は所

有権の擁護者である。この草案を提案するについて，私

は，所有権自由の原則に制限を加えることをではなく，

反対に，ますます多様化する危険にして不公正な所有権

の濫用に終止符を打つことを意図した。私は所有権に新

たな青春を与え，そして末永い正統性を裏付けたのであ

る」とし，次いでこの土地所有権について次のような提

案を行なっている。

「土地の価額はそこでの建築の可能性に由来する。建

築密度の法定限度の創設は，高い容積率を有することに

よる土地所有権者の利益を減らさせ，そのことによっ

て，地方公共団体の責任者が都市についての政策の質の

高さを保持しうる環境のもとで仕事をすることが可能と
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なる。公権力は，建築許可を通じて，この用法をコント

ロールする義務を負う」と。

フラ γスでは，所有権の自由は，かの大革命以来憲法

上の大原則であった。それをうけてフランス民法典は

「所有権は，物を最も絶対的な仕方で使用収益し，処分

する権利である」という規定とともに r土地所有権者

は，地上および地下の所有権を含むJr土地所有者は，

その土地上で，自ら適当と判断する植栽および建築のす

べてを行うことができるJ(出4・552条〕という規定を

もっている。

それにもかかわらず r所有権に新たな青春を与え，

末永い正統性を裏付ける」ために，建築権は所有権から

分離され，市町村の管理下に置かれた。

西ドイツやフランスだけではなく，スエーデンやイギ

リスでも，現在土地所有権の革命が進行している。土地

所有権に対する取組みは固によって様々にことなってい

るが，各国に共通している要素を抽象化していえば，次

のようにいえるであろう。

①土地は人間にとって不可欠のものであり，増加させ

ることができない。従って土地に対しては，他の財物より

もはるかに強く公共の利益による制約が働くのであり，

その利用を個人の任意に委ねることは許されない帥。

②土地の自由な商品市場への放置は，地価の高騰を招

き，それは土地の高密度利用や個人の不当な利益をもた

らした。それは都市に対する挑戦であり，個人の平等に

対する挑戦である。

③従って土地市場に対する国家の介入は必然であり，

国家の介入は①でみた土地商品の特異性からしてその正

統性を基礎づけられる。そして，都市及び個人に対する

挑戦は，都市が土地取得すること及び都市が建築をコン

トロールすることによって防衛される。

④都市が，都市及び個人を保障するためには法律が制

定きれなければならず，都市による土地取得及び建築規

制は，土地所有権から建築権を分離することによって，

その思想的な，そして実定法的な基礎が与えられる。私

は，ヨーロッパには現在，土地法の観念は存在するが都

市法の観念は存在しないとした。しかし，右の原則の確

立は，再び都市法が生成したといっても過言ではないよ

うに思われるのである。
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4. 都市法の原理

ヨーロッパの都市では，上にみたように，日本とはか

なり異なった所有権論の途を歩んでいる。前にみたとお

り日本の私法学者の見解は，個人の人権の観点から，土

地所有論にアプ戸ーチするものであり，それは生存的な

土地利用権〈借地権や借家権〕の強化の主張となってあ

らわれた。私法理論と公法理論は全く断絶しており，公

法的なコ γ トロールは，日本ではことごとく失敗してい

る。

これに対して，ヨ{ロッパの土地所有権論は，個人が

居住し生活するところの都市から出発し，その主張は土

地所有権と建築権の分離，そして建築の自由の否定とな

ってあらわれた。建築の自由の否定，すなわち建築不自由

の原則は，公法の指導理論となり，私法的にも土地所有権

はこの理論を通して全面的にコントロールされている。

私はこのコントラストのなかに，日本の都市再生の原

理，すなわち，都市法の原理を学ぶことができるように

思う。以下二つにわけてみてみよう。

都市とは何か。それは個人の自由を保障するものであ

り，そのためには住民の自治が存在しなければならない。

都市において住民の自治を疎外するもの，その最大のも

のは今日，土地問題から派生しているのであり，この土

地問題に対処する対処の仕方に，ヨーロヅパの都市と日

本の都市を区分するものがあらわれた，と考えられる。

ヨ{ロッパ中世都市には，まごうことなく都市法が成

立し，それは住民の自治によって支えられている。日本

でも中世都市が存在し，住民自治は，ヨーロッパ都市法

のように，都市法という明示的な文書をはもたずとも，

慣習や伝統によって支えられている。住民自治にとって，

最も重要なことは，個人の自由は他人との連帯によって

しか生まれないという観念であり，この観念は建築や都

市に反映する。

そこでは建築物は美しく，都市は安全で平和であっ

た。ヨーロッパでは，この中世以来の伝統が近現代に継

承され，住民自治，都市法の観念は，都市の立法権とし

て継承されている。しかし日本では，この中世都市の伝

統は継承されず，明治になって，法はすべて国家法とな
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り，住民自治のなかで形成された慣習や作法は，国家法

としての近代法のなかで無視され，忘れられていく。近

現代においてヨーロッパと日本を岐けた，最初の大きな

ピークはここにあったとL、ってよい。

第二のピ{クは次のように考えられる。土地所有権の

確保とその自由は，ヨ{ロッパでは市民革命の重要課題

であり，それは領主や名主の支配からの解放を意味する

ものであった。日本でも土地所有権の自由は地主や封建

領主からの解放を意味するものであり，それは双方にお

いて，神聖不可侵の権利として保障された。そこでは土

地所有権は絶対でありかつ自由であらねばならなかった

のである。

しかし資本主義の発展は，まもなく土地所有権から人

簡をそぎとり，それは商品として一人歩きするようにな

った。経済が地域をこえてひろがればひろがるほど，そ

して急激に成長すればするほど，土地の商品性は際立つ

ていき，いつしか人聞がおびやかされるようになる。こ

の現象は， 1960年ころから世界共通にあらわれるように

なる。

日本では世界のどの国にもまして，経済成長が早く，

従って土地の商品化もどの国よりも鋭くあらわれ，全国

土はすべて経済の対象否，目的とされてしまった。それ

は地価の暴騰を招来し，絶対にして自由な土地所有権の

観念は，土地商品のもっとも採算性の高い利用方法を生

みだし，それは又，高地価の下支えとなって，地価を押

しあげる。超高層とミニ開発の同時的存在は，その象徴

的な姿であり，世界に例をみないものとなっている。

ヨーロッパでは，この危機に対して，いち早く土地所

有権から建築権を分離し，建築の自由を否定することに

よって，人間と都市を防衛しようとしている。彼等の観

念によれば，土地所有権の自由によってもたされた人間

の解放は，今日では建築の自由の否定によって行なわれ

るのであり，都市の立法権は，そのために行使されなけ

ればならないのである。

日本では，土地所有権論は依然として過去の幻影にと

らわれており，土地利用権の強化による人聞の生存権の

主張は，少なくとも都市と切り離されて主張されている

ように思われる。公法と私法との聞に，交流がなく，そ

れぞれ独自の主張を行なっているうちに，都市と人間の

貧困化がすすみ，住民自治の根本たる，都市への居住そ

のものが危うくなっていった。

逆説的にいえば，ヨーロッパでは都市及び人間の自由

は，建築の不自由によって支えられているのであり，日

本では建築の自由によって人間及び都市が解体させられ

ていっているのである。これがヨーロッパと日本を区別

する第二の大きな特徴であろう。

ヨーロッパでの建築不自由と結びついた都市の営為

が，果たして全国的規模でおこっている土地商品化の猛

威をうまくおさえることができるか否か，それは今後に

かかっている。しかし日本と異なって，それが希望を与

えてくれるのは，土地商品がある程度計算可能であると

いうことである。建築物の用途，大きさ，そして意匠そ

のすべてが決定されている土地，それはその土地につい

てある一定のコストというものを予測させ，経済はそれ

を超えることができない。そして，そのコストを，~聞

を操作することによって自由に決定できる都市は，その

個性を保持することができる。その都市をどのように作

るかは，その都市の文化にかかっており，文化は，市民

の連帯あるところに，最もよく栄えるといえよう。

かくて，私は都市の自立と建築不自由の原則こそ，都

市再生の手がかりとなると考えるのであり，それ故それ

が都市法の原理にすえられるべきだと考えるのである。

そこで以下，都市法の原理について，具体的に考えてみ

よう。

(1)私は第3章において，第二期都市形成の過程で，近

代法と現代法の相克が発生したこと及び現代法の特徴を

みた。再びくり返せば，近代法は合法の秩序であるのに

対し，現代法は正当性の秩序である。正当性の秩序と

は，都市解体に抗して，都市を再生させるための秩序で

ある。

都市再生とは，当該住民が当該都市をコントロールす

ることであり，そのためには何よりも，都市に人間が居

住することが必要であり，都市は住民の自治によって担

われなければならない。

現代法はその認識にたって，都市を計画し，それを実

現するための要綱や機構を制定創設し，そして裁判所に

おいて闘った。そこには従来の法学をこえた新しい法，

すなわち都市法が生成している。

(2)さて住民の居住を掘り崩しているもの，その最大の

ものが土地問題であり，日本の都市の土地問題は，高地

価，土地の高度利用と細分化そしてその循環に他に類を

みない特徴がある。それは人間の居住を奪い，居住する

者に対してもきわめて劣悪な環境を押しつけている。住

民の自治の形成にとって，それは致命的な疎外物である

といわなければならない。

近代法は，土地所有権の自由を，従って建築の自由を

思想的な中核として成りたっている。従ってそこでは高

地価も，土地の高度利用や細分化も原則的には禁止でき

ないのであり，それ故，それはとめどもなく地獄におち

こんでいくことになろう。

新市街地開発や都市内再開発が，極めて困難な状況に

あることはすでにみた通りであるが，仮りにそれら双方

の開発によって，土地や空聞が供給されたとしても，近

代法の論理にのる限り，その行き着く先は， ミニ開発や

・土地の高度利用になる以外にないのであり，この地獄は

解消されない。



五十嵐:都市法の原理

(3)かくて，今後の都市形成は，近代法と現代法の「相

克」によってではなく，はっきりと現代法が「優位」し

て行なわれなければならない。 1970年代の現代法の実験

は，都市再生の可能性を示唆するものであり，現代法が

担った都市の論理は，建築不自由の原則と結びつくこと

によってより確かなものとなる。都市法の観点からいえ

ば，現代法が建築不自由の思想によって支配されること

によって「生成」から「展開」へ飛躍することができる

のである。

(4)日本の都市，とりわけ東京は，第二の都市形成期を

終えて三期目にはいった。三期目は最終である。それは

どのような都市になるのであろうか。「私たちは，確か

だと思われること，価値があると判断したことを実行し

実現することはできるが，未知なる問題に解答を求めら

れても答えられるものではなく，不確かなことやその意

味が不明確なことを実現しろと言われても，人はそれに

向かつて行動することができない。私たちには，未知な
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るもの不確かなものに対して直接法的な行動能力はない

のである。しかし，私たちは不確かな未知なるものの存

在を予感し，それへの恐れの念をもっ。それゆえ，直接

的な行動をとることのできないこれらに対して，留保と

いう措置や姿勢で応答しようとしているのである。」とい

う大谷の「空地の思想」は，私たちが都市を解体させな

い最後の砦である。都市法の原理は，この「留保」に対

応するものである。

法が都市ごとに制定され，都市法は建築不自由の原則

によって支配される。そして都市法の原理は計画や指導

要綱その他によって，とりあえずミニ開発および高容積

をコントロールすることに，その全力を傾注するであろ

う。すでに有限になった，しかしなおかつもう一つの都

市の形成を可能にする都市空間の存在は，この都市法の

原理に支配されることによってのみ，解体から免れるこ

とができるといわなければならない。
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This essay airns to exp¥ore a new perspective to revita¥ize conternporary Japanese cities 

including Tokyo which are viewed as ¥acking the e¥ernent of hurnan cornrnunity. 

Depriving the urban cornrnunity of its autonorny and adhering to the c1assica¥ superiority 

of private ownership， the Japanese ¥ega¥ systern in force has resu¥ted in the se¥fish use of ¥and 

in urban areas. To prevent such an undergoing disorder， the adoption of a new ¥ega¥ princip¥e 

to restrict indiscrirninate bui¥ding on private ¥and is deerned necessary. 




